
 

水路橋通行規制の開始について 

 

        

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

深沢川に架かる水路橋について、５月 15 日（水）から一
般車両の通行を規制しました。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

                                   

箕輪町役場  建設課 プレスリリース 

令和 6 年 5 月 15 日 発信 
箕輪町 

 町では八乙女~松島間の「町道 214 号線水路橋」について、安全確保のために一般車両

の通行規制を開始しました。 

 日  時 

令和６年５月 15日から９月末（予定）まで 

 場  所 

町道 214 号線 水路橋 

 規制内容 

一般車両通行不可（軽トラを含む農耕車除く） 

 概  要 

 ・令和５年度に実施した定期点検結果に基づくもの 

 ・水路橋に接続する付近の道路７か所に規制看板を設置し周知 

 ・10月以後は歩行者及び自転車以外通行止めとする予定 

 ・迂回路は水路橋西側の「八乙女橋」を想定 

 

添付資料 有  無 

建設課 建設管理係 

（課長）小沢 聡 （担当）平澤 拓磨 

電話：0265-79-3167（内線）1614 

FAX：0265-79-0230  

E-mail:kensetsu@town.minowa.lg.jp 


